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３ 空き家相談会の開催について 

令和 3年 北広島市 

 

日 時  令和 3 年 月 日(土) 10 時～12 時 30 分 

場 所  芸術文化ホール 活動室 1・2 

主 催  北広島市、北広島市住み替え支援協議会 

 

「空き家相談会」について 

【概  要】 

空き家所有者のニーズに対応するため、空き家に関するサービスを提供する企業等との相談の機会を提

供するものであり、もって本市の空き家問題の解消につなげることを目的とする。 

参加企業は各ブースを設け参加者の相談に対応する。 

【参加企業の種別】 

① 不動産事業者、② 建設事業者、③ 金融機関、④ UR 都市機構 

⑤ 住宅の活用(賃貸・サブリース)、⑥ 遺品･不用品の整理  

【周知方法】 

①空き家所有者へ案内郵送、②町内会へ回覧、③広報紙・市 HP 等 

【申込受付】 

 事前申込制（氏名、住所、連絡先、個別相談を希望する内容） 

【当日の流れ】 

9：30 参加事業者 準備 

10：00 各ブースで個別相談会の開始 

     ・参加企業リストを当日参加者に配布（事前に参加企業から原稿をもらう） 

     ・受付にてブースの案内、説明をする。（開始前のみ受付番号を配布） 

     ・希望するブースに既に相談者がいる場合は、ブースごとに設けた待機席へ 

      (待機席に通し番号を表示して、待機者の順番を明確にする) 

     ・相談時間は、原則 1 組 15 分以内とする。（待機者がいない場合はこの限りではない） 

     ・会場へは 10 時から 11 時 30 分（最終受付）まで出入り自由とし、相談を受け付ける。 

 12：00 終了 

 

 

 

※令和 3年度の開催は事業者を分散し 2日間にて実施 

 【不動産事業者と金融機関は 2 日間のうちどちらか出席】⇒取りまとめ後調整します。 

※日本管理センター（サブリース）、ネクステップ（遺品不用品整理）は市から別途依頼。 
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【会場図イメージ】 
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